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第２章 水質汚濁 

１ 概 要  

水環境は、全ての生物にとって生命活動を維持するために極めて重要であり、過度な有機

物や重金属の汚染度が高ければ、生命を失ってしまう可能性すらある。 

水質汚濁の原因は、自然汚濁と人為汚濁に大別され、人為汚濁は汚濁源によって生活排水、

工業排水、鉱山排水、農業・畜産排水等による汚濁に分けられる。具体的な現象又は汚濁物

質の種類によって分類すると、有機汚濁、有害物質汚染、富栄養化現象、油汚染、冷・温排

水汚染、酸性水等がある。明治以降の急激な産業の発展と人口の増加は、人間活動から排出

される汚濁物の量を著しく増大させ、また多様な産業の隆盛は、自然の力では浄化すること

が困難なさまざまな難分解性の有害物質を生み出した。 

三田尻湾・防府海域及び中関･大海海域には、生活排水に加え、沿岸に立地した発酵、自動

車製品製造業等の工場・事業場の排水も流入している。特に三田尻湾は、外海との水流が悪

い閉鎖性の水域のため、流入した汚水が停滞しやすく、戦後の高度経済成長期には水質汚濁

が顕著化した。 

しかし、全国的な公害対策として「水質汚濁防止法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」が

相次いで成立し、工場又は事業場等に対して厳しい規制がかけられたことにより、昭和 30

年代から深刻化していた三田尻湾の水質汚濁も、現在では環境基準を達成できるまでに回復

している。 

 
 
２ 環境基準等  

水質汚濁に関する環境基準は、環境基本法第 16 条第 1項の規定に基づき、人の健康を保護

し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として設定されている。 

○ 人の健康の保護に関する環境基準             【 表３-１参照 】 

○ 生活環境の保全に関する環境基準（防府市に係るもの）   【 表３-２参照 】 

（１）河川                     

（２）海域ア                    

（３）海域イ                    

  

なお、ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準については、ダイオキシン類  

対策特別措置法第 7条の規定に基づいて定められている。   【 表３-３参照 】 
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表３-１ 人の健康の保護に関する環境基準 

項   目 基 準 値 対象水域 

カドミウム 0.003 mg／L 以下 

全

公

共

用

水

域 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01 mg／L 以下 

六価クロム 0.02 mg／L 以下 

砒素 0.01 mg／L 以下 

総水銀 0.0005 mg／L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

ＰＣＢ 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02 mg／L 以下 

四塩化炭素 0.002 mg／L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004 mg／L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 0.1 mg／L 以下 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.04 mg／L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン  1 mg／L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006 mg／L 以下 

トリクロロエチレン 0.01 mg／L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01 mg／L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 mg／L 以下 

チウラム 0.006 mg／L 以下 

シマジン 0.003 mg／L 以下 

チオベンカルブ 0.02 mg／L 以下 

ベンゼン 0.01 mg／L 以下 

セレン 0.01 mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10 mg／L 以下 

ふっ素 0.8 mg／L 以下 

ほう素  1 mg／L 以下 

1,4－ジオキサン 0.05  mg／L 以下 

※備考１：基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

※備考２：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。  
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表３-２ 生活環境の保全に関する環境基準（防府市に係るもの） 

（１）河川 【位置については図３-１を参照】 

項 目 Ａ類型 Ｂ類型 

 

利用目的の適応性 

水道 2級 

水産 1級 

水  浴 

水道 3級 

水産 2級 

基 

準 

値 

水素イオン濃度（pH） 6.5 以上 8.5 以下 6.5 以上 8.5 以下 

生物化学的酸素要求量（BOD） 2 mg／L以下 3 mg／L以下 

浮遊物質量（SS） 25 mg／L以下 25 mg／L以下 

溶存酸素量（DO） 7.5 mg／L 以上 5 mg／L以上 

大腸菌数 300CFU／100mL 以下 1,000CFU／100mL 以下 

※備考１：基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値とする 

(海域もこれに準ずる。)。 

※備考２：「CFU/100mL」は大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を表す単位。 

  [利用目的の適応性について] 

水道 1 級 ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの。 

水道 2 級 ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの。 

水道 3 級 ：前処理等を伴う高度な浄水操作を行うもの。 

水産 1 級 ：ﾔﾏﾒ、ｲﾜﾅ等貧腐水性水域の水産生物用。 

水産 2 級 ：ｻｹ科魚類及びｱﾕ等貧腐水性水域の水産生物用。 

水産 3 級 ：ｺｲ、ﾌﾅ等、β-中腐水性水域の水産生物用。 

 

（２）海域ア 【位置については図３-１を参照】 

項 目 Ａ類型 Ｂ類型 Ｃ類型 

 

利用目的の適応性 

水産 1 級 

水  浴 

自然環境保全 

水産 2 級 

工業用水 
環境保全 

基 

準 

値 

水素イオン濃度（pH） 7.8 以上 8.3 以下 7.8 以上 8.3 以下 7.0 以上 8.3 以下 

化学的酸素要求量（COD） 2 mg／L 以下 3 mg／L 以下 8 mg／L 以下 

溶存酸素量（DO） 7.5 mg／L 以上 5 mg／L 以上 2 mg／L 以上 

大腸菌数 300CFU／100mL 以下 ― ― 

ｎ-ヘキサン抽出物質 

（油分等） 
検出されないこと 検出されないこと ― 

  ※備考：自然環境保全を利用目的としている地点の大腸菌数の基準は 20CFU/100ｍL 以下とする。 

[利用目的の適応性について] 

自然環境保全 ：自然探勝等の環境保全。 

水産 1 級   ：ﾏﾀﾞｲ、ﾌﾞﾘ、ﾜｶﾒ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用。 

水産 2 級   ：ﾎﾞﾗ、ﾉﾘ等の水産生物用。 

環境保全   ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度。 
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図３-１ 河川、海域アの環境基準類型指定図及び環境基準点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準点ごとの類型指定及び達成期間 

 

区分

水域名称

環境基準点 NC2 NC1 HD1 HD10 HD11 HD2 HD4 WD2 WD3 WD4 WD5 WD7 WD1 WD6

類型 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ

指定年月日
S56.
4.3

達成期間
直ちに
達成

直ちに達成
5年以内で可及的速やかに

達成
5年以内で可及的速やかに達成 直ちに達成

河川 海域

佐波川水系 三田尻湾・防府 中関・大海

Ａ Ａ Ｂ

S47.6.15 S45.9.1 S47.6.15

B 類型 

C 類型 
A 類型 

B 類型 

B 類型 

NC2 

NC１ 

WD6 WD7 

WD5 

A 類型 WD4 
WD3 

WD2 

WD1 

HD4 

HD2 

HD10 

HD1 

HD11 

環境基準点とは、環境基準の指定された

水域について、基準値の維持達成状況を 

把握するための地点のことをいう。 

なお、防府市に関する環境基準点ごとの

測定結果については、「３ 公共用水域に

おける常時監視測定結果」にてまとめる。 
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(３)海域イ 【位置については図３-２を参照】 

項 目 Ⅱ類型 Ⅲ類型 

利用目的の適応性 
水産 1種 

水  浴 
水産 2種 

全  窒  素  0.3 mg／L 以下 0.6 mg／L以下 

全     燐  0.03mg／L 以下        0.05 mg／L 以下 

  ※備考：基準値は年間平均値とする。 

 [利用目的の適応性について] 

自然環境保全 ：自然探勝等の環境保全。 

水産 1 種   ：底生魚介類を含む多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。 

水産 2 種   ：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。 

水産 3 種   ：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。 

図３-２ 海域イの環境基準類型指定図及び環境基準点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準点ごとの類型指定及び達成期間 

 

区分

水域名称

環境基準点名 HD1 HD10 HD11 HD2 WD3 WD4

類型 Ⅲ

指定年月日

達成期間

　段階的に暫定目標を
達成しつつ、環境基準の可及的

速やかな達成に努める。

【全窒素：0.77mg/L】

海域

Ⅱ Ⅱ

直ちに達成

中関・大海

直ちに達成

H9.10.31 H9.10.31

三田尻湾・防府

Ⅲ類型 

Ⅱ類型 
WD4 

WD3 

HD2 

HD10 

HD1 

HD11 
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表３-３ ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準 

物     質 基      準      値 

ダイオキシン類 １年間平均値が１pg－TEQ／L 以下であること 

※備考１：基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

※備考２：公共用水域及び地下水について適用する。  

３ 公共用水域における常時監視測定結果  

 山口県では、公共用水域における水質汚濁の環境を常時監視するために、「水質測定計画」

に基づき水環境の水質調査を実施している。 

（１）各環境基準点における BOD・COD 等の測定結果 

 BOD 又は COD は、有機物質による水質汚濁の指標であり、令和 4年度の当水域における

流入 COD 汚濁負荷量は、総計 1,848kg/日で、産業系が 40.4%（およそ 747kg/日）で、生活

系が 44.4%（およそ 821kg/日）、畜産系その他が 15.2%（およそ 281 ㎏/日)を占めている。 

 環境基準点における測定結果は表３-４-ア-１のとおりである。また、環境基準の達成状

況については、表３-４-ア-２のとおり全区分で環境基準を達成している。なお、年平均値

の経年変化はグラフ３-１のとおり、すべての水域についてほぼ横ばいで推移している。 

グラフ３-１  BOD 若しくは COD の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mg/L） 

（単位：mg/L） （単位：mg/L） 
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      表３-４-ア-１ BOD・COD 等の測定結果    （令和５年度） 

 

 

表３-４-ア-２ BOD 若しくは COD の環境基準適合状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最小
～

最大

平均値
中央値
75％値

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/100mL CFU/100mL

NC2 -
7.1
～
8.1

0/48
7.2
～
14

1/48 10
<0.5
～
0.8

0/48
<0.5
～
0.8

0/12
0.6
0.6
0.6

<1
～
10

0/48 2
2
～

150
0/48 64

NC1 -
7.3
～
8.1

0/12
5.5
～
12

0/12 9.4
<0.5
～
1

0/12
<0.5
～
1.0

0/12
0.6
0.5
0.6

2
～
4

0/12 3
6
～
63

0/12 62

HD1
全
層

8.1
～
8.4

1/24
7.3
～
10

3/24 8.5
1.3
～
2.6

4/24
1.4
～
2.5

3/12
1.7
1.6
1.8

― ― ―
＜1
～
＜1

0/4 ＜1

HD10
上
層

8.1
～
8.4

1/12
7.3
～
10

1/12 8.6
1.3
～
2.4

2/12
1.3
～
2.4

2/12
1.7
1.5
1.8

― ― ―
＜1
～
＜1

0/4 ＜1

HD11
上
層

8.1
～
8.2

0/6
7.1
～
9.5

1/6 8.3
1.3
～
2.3

1/6
1.3
～
2.3

1/6
1.6
1.5
1.5

― ― ―
＜1
～
＜1

0/4 ＜1

HD2
全
層

8.1
～
8.3

0/12
7.0
～
9.7

0/12 8.6
1.3
～
2.5

0/12
1.4
～
2.5

0/6
1.7
1.7
1.7

<0.5
～

<0.5
0/2 ― ― ― ―

HD4
全
層

8.1
～
8.7

3/24
6.5
～
11

0/24 8.7
1.3
～
8.8

1/24
1.4
～
6.6

0/12
2.5
2.0
2.2

― ― ― ― ― ―

WD2
上
層

8.1
～
8.2

0/6
7.1
～
9.4

1/6 8.4
1.3
～
1.9

0/6
1.3
～
1.9

0/6
1.5
1.5
1.5

<0.5
～

<0.5
0/2 ―

＜1
～
1

0/4 1

WD3
上
層

8.1
～
8.2

0/6
7.1
～
9.5

1/6 8.4
1.2
～
1.8

0/6
1.2
～

1.8
0/6

1.5
1.5
1.7

― ― ―
＜1
～
＜1

0/4 ＜1

WD4
上
層

8.1
～
8.2

0/6
7.0
～
9.7

1/6 8.3
1.4
～
2.0

0/6
1.4
～
2.0

0/6
1.6
1.7
1.7

― ― ―
＜1
～
＜1

0/4 ＜1

WD5
上
層

8.1
～
8.4

1/12
6.5
～
10

2/12 8.4
1.3
～
3.0

1/12
1.3
～
3.0

1/12
1.8
1.6
1.8

― ― ―
＜1
～
＜1

0/12 ＜1

WD7
上
層

8.1
～
8.5

1/12
6.4
～
10

2/12 8.5
1.4
～
2.9

2/12
1.4
～
2.9

2/12
1.8
1.8
2.0

<0.5
～

<0.5
0/2 ―

＜1
～
1

0/4 1

WD1
上
層

8.1
～
8.2

0/4
7.1
～
9.5

0/4 8.3
1.3
～
1.6

0/4
1.3
～
1.6

0/4
1.5
1.5
1.6

<0.5
～

<0.5
0/2 ― ― ― ―

WD6
上
層

8.1
～
8.2

0/4
6.6
～
9.5

0/4 8.2
1.4
～
1.8

0/4
1.4
～
1.8

0/4
1.6
1.7
1.7

<0.5
～

<0.5
0/2 ― ― ― ―

河
　
川

海
　
　
　
域

環
境
基
準
点

佐
波
川
水
系

三
田
尻
湾
・
防
府

中
関
・
大
海

区
　
　
　
分

水
　
域
　
名

採
 
取
 
水
 
深

日間平均値

ＢＯＤ若しくはＣＯＤ

最小
～

最大 m/n
x/y

大腸菌数

最小
～

最大

m/n

最小
～

最大 m/n
平均

ｐＨ ＤＯ

最小
～

最大 m/n

平均
（ＳＳ
のみ）

最小
～

最大 m/n
90%値

ＳＳ若しくは油分
等

m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数     x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数 

※令和 3 年 10 月 7 日に「大腸菌群数」が項目から削除され、新たに「大腸菌数」が追加されています。 

（単位：mg/L） 
H26
年
度

H27
年
度

H28
年
度

H29
年
度

H30
年
度

R1
年
度

R2
年
度

R3
年
度

R4
年
度

R5
年
度

佐波川水系(1) B 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

佐波川水系(2) A 2* 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三田尻湾･防府海域(1) A 3 × × × × × 〇 ○ × 〇 〇

三田尻湾･防府海域(2) C 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三田尻湾･防府海域(3) B 1 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ 〇 〇

中関･大海海域(1) A 5 × × × × × × 〇 × × ○

中関･大海海域(2) B 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中関･大海海域(3) B 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

河
　
川

海
　
　
　
域

区
　
分

達　成　状　況
評価
基準
点数

類
　
型

水　域　名

※周南市を流れる佐波川上流に設定された環境基準点結果も含めて評価する。 
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（２）各環境基準点における全窒素・全燐の測定結果 

  全窒素・全燐は、閉鎖性水域において富栄養化の指標となる。 

環境基準点における測定結果は、表３-４-イ-１のとおりである。 

また、環境基準の達成状況については、表３-４-イ-２のとおり環境基準をすべて達成し、

年平均値の推移はグラフ３-２-ア及びグラフ３-２-イのとおり、すべての環境基準点につ

いてほぼ横ばいで推移している。 

グラフ３-２-ア 全窒素の経年変化 

グラフ３-２-イ 全燐の経年変化 
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度
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年

度

H29
年

度

H30
年

度

R1
年

度

R2
年

度

R3
年

度

R4
年

度

R5
年

度

三田尻湾・防府（Ⅱ類型） 0.018 0.016 0.020 0.018 0.017 0.023 0.018 0.016 0.017 0.015

三田尻湾・防府（Ⅲ類型） 0.023 0.022 0.022 0.029 0.022 0.027 0.022 0.022 0.021 0.021

中関・大海（Ⅱ類型） 0.017 0.016 0.019 0.018 0.017 0.022 0.016 0.017 0.017 0.016

0.000
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0.020
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H29
年

度

H30
年

度

R1
年

度

R2
年

度

R3
年

度

R4
年

度

R5
年

度

三田尻湾・防府（Ⅱ類型） 0.14 0.15 0.18 0.15 0.12 0.12 0.12 0.11 0.18 0.12

三田尻湾・防府（Ⅲ類型） 0.19 0.22 0.15 0.34 0.17 0.22 0.17 0.19 0.29 0.20

中関・大海（Ⅱ類型） 0.12 0.12 0.09 0.14 0.11 0.11 0.08 0.10 0.18 0.12

0.00
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0.20
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         表３-４-イ-１ 全窒素・全燐の測定結果     （令和 5年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 網掛けでない箇所の測定結果は参考値。 

表３-４-イ-２ 全窒素・全燐の環境基準適合状況 

 

 

 

 

 

mg/L mg/L mg/L mg/L

NC2 ― 0.28 ～ 0.80 －/12 0.43 0.009 ～ 0.040 －/12 0.019

NC1 ― 0.25 ～ 0.73 －/12 0.44 0.017 ～ 0.030 －/12 0.023

HD1 上層 0.12 ～ 0.13 0/4 0.12 0.012 ～ 0.020 0/4 0.015

HD10 上層 0.11 ～ 0.13 0/4 0.12 0.013 ～ 0.020 0/4 0.016

HD11 上層 0.10 ～ 0.12 0/4 0.11 0.012 ～ 0.019 0/4 0.015

HD2 上層 0.11 ～ 0.35 0/4 0.20 0.014 ～ 0.033 0/4 0.021

HD4 上層 0.14 ～ 0.65 2/6 0.37 0.020 ～ 0.073 2/6 0.039

WD2 上層 0.11 ～ 0.14 0/4 0.13 0.015 ～ 0.021 0/4 0.018

WD3 上層 0.11 ～ 0.12 0/4 0.12 0.014 ～ 0.020 0/4 0.016

WD4 上層 0.10 ～ 0.12 0/4 0.12 0.014 ～ 0.017 0/4 0.016

WD5 上層 0.11 ～ 0.14 0/4 0.12 0.015 ～ 0.020 0/4 0.018

WD7 上層 0.11 ～ 0.16 1/4 0.14 0.015 ～ 0.022 0/4 0.020

WD1 上層 0.11 ～ 0.14 0/4 0.12 0.015 ～ 0.022 0/4 0.018

WD6 上層 0.11 ～ 0.16 0/4 0.13 0.014 ～ 0.022 0/4 0.018

平均

区
　
　
　
分

全　窒　素

河
　
川

全　燐

採 取
水 深 最小～最大

m/n
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府
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海

水
　
域
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環
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系

ｍ：環境基準値を超える検体数 ｎ：総検体数  
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度
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年
度
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年
度

R2
年
度

R3
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度

R4
年
度

R5
年
度

三田尻湾･防府海域(1) Ⅱ 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三田尻湾･防府海域(2) Ⅲ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中関･大海海域 Ⅱ 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

海
　
　
　
域

区
　
分

水　域　名

類
　
型

評価
基準
点数

達　　成　　状　　況
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※備考：採水場所は、各河川が佐波川に流入する前、剣川と須川については両河川の合流前。 

分析機関：（株）ＨＥＲ 

 

４ 佐野堰上流域の佐波川に流入する河川の水質調査  

（１）調査河川の位置図 

防府市では、「防府市佐波川清流保全条例」第 17 条に基づき、佐野堰よりも上流域に

ある佐波川の支流、12 河川（以下、佐波川水系 12 河川）について、年に 2回水質調査を

実施している（表３-５-ア、表３-５-イ）。 

調査対象とする佐波川水系 12 河川の位置図は図３-３のとおりである。 

（２）佐波川水系 12 河川の水質調査結果 

表３-５-ア 水質調査結果 

 

 

m3／s mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/100mL mg/L mg/L mg/L

0.020 7.5 0.9 1.8 10 1 16 1.1 0.034 0.03

0.31 7.1 1.3 1.9 8.5 3 42 0.86 0.036 0.01

0.018 7.3 1.2 2.4 11 <1 29 1.4 0.13 0.04

0.31 7.1 1.6 2.2 7.5 7 940 0.45 0.049 0.01

0.15 8.1 1.2 2.1 12 1 30 0.88 0.045 0.04

0.62 6.9 1.5 2.5 9.5 8 83 0.59 0.078 0.01

0.036 7.0 0.6 1.6 12 7 91 0.61 0.027 0.06

0.18 7.0 1.1 1.3 9.0 2 47 0.32 <0.003 <0.01

0.14 6.5 0.7 1.4 9.9 2 62 1.2 0.040 0.04

0.75 6.5 1.7 2.3 8.0 4 38 0.61 0.057 0.01

0.075 7.3 0.6 1.5 12 <1 26 0.36 0.018 0.02

0.23 7.4 1.6 1.9 9.1 1 160 0.097 0.007 0.01

0.015 7.3 0.9 1.8 12 <1 6 0.41 0.018 0.02

0.19 7.2 1.2 1.3 9.0 <1 14 0.13 <0.003 <0.01

0.12 7.7 0.7 1.9 13 1 83 0.68 0.025 0.04

0.57 7.5 1.9 2.0 9.5 2 50 0.32 0.027 0.01

0.21 7.5 0.6 1.5 12 <1 81 0.82 0.025 0.04

0.48 7.4 1.5 2.1 9.3 4 89 0.37 0.027 0.01

0.017 7.5 1.2 2.2 12 <1 31 0.42 0.032 0.04

0.068 7.5 1.5 2.2 9.3 4 1,100 0.24 0.036 0.01

0.024 7.6 1.4 1.4 12 <1 200 0.78 0.022 0.01

0.50 7.4 1.9 3.1 9.4 15 90 0.40 0.027 0.02

0.055 7.4 2.2 2.2 12 <1 230 0.89 0.056 0.03

0.29 7.2 2.6 3.0 9.3 10 150 0.44 0.047 0.04

② 剣川

③ 清水川

④ 三谷川

⑤ 十七谷川

⑥ 奈美川

⑦ 大井谷川

⑧ 中山谷川

⑨ 久兼川

⑩ 坂本川

⑪ 真尾川

⑫ 普明寺川

陰イオン
界面活性剤

① 須川

河川名
流量

pH
BOD COD DO SS 大腸菌数 全窒素 全燐

調査年月日    

上段：令和 6 年 2 月 27 日 

   下段：令和 6 年 7 月 23 日 
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図３-３ 佐波川水系 12 河川の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表３-５-イ BOD の年平均値の経年変化 

 

H27
年

H28
年

H29
年

H30
年

R1
年

R2
年

R3
年

R4
年

R5
年

R6
年

① 須川 1.1 1.0 0.9 1.3 1.2 0.6 1.1 1.7 1.3 1.2

② 剣川 1.7 0.7 0.9 1.6 1.6 1.0 1.4 1.8 1.3 1.1

③ 清水川 1.4 0.9 0.8 1.4 1.6 1.4 1.4 1.0 1.7 1.4

④ 三谷川 0.6 1.2 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 1.1 0.9

⑤ 十七谷川 0.8 0.7 0.7 1.2 0.9 1.1 0.9 1.0 1.1 1.2

⑥ 奈美川 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.1

⑦ 大井谷川 0.7 0.7 0.6 0.9 0.7 ＜0.5 0.6 1.2 0.9 1.1

⑧ 中山谷川 0.9 0.6 0.9 1.3 0.9 0.8 0.8 1.1 1.1 1.3

⑨ 久兼川 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 ＜0.5 0.5 1.0 1.1 1.1

⑩ 坂本川 1.0 0.5 0.8 1.1 0.7 0.6 0.7 0.9 1.0 1.4

⑪ 真尾川 0.7 ＜0.5 1.1 1.0 1.0 ＜0.5 0.8 0.9 1.5 1.7

⑫ 普明寺川 1.3 0.9 0.7 1.4 1.1 1.0 1.3 1.5 2.4 2.4

河川名

年平均値【単位：mg/L】



 

 

 

 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

（協定値） 5.5～8.5 8 7 6 1.1 （協定値） 5.5～8.5 10 20 4 1.0

5/23 7.2 1.1 2 0.76 0.038 5/23 7.6 1.7 1未満 0.84 0.051

7/24 7.1 1.7 1 0.76 0.040 7/24 7.6 5.1 15 0.68 0.058

9/19 7.3 1.4 1 0.71 0.049 9/19 7.8 2.3 1 0.57 0.052

11/13 7.3 1.2 1未満 1.0 0.052 11/15 7.7 2.0 1未満 1.1 0.054

1/22 7.1 1.7 1未満 0.70 0.042 1/22 7.7 2.6 1未満 0.62 0.022

3/6 7.2 1.4 3 0.63 0.011 3/6 7.6 2.0 2 0.93 0.037

（協定値） 5.5～8.5 70 70 100 2.5 （協定値） 5.5～8.5 45 25 93 4.5

5/23 7.7 4.1 3 1.9 0.17 5/23 7.7 1.9 1未満 19 0.13

7/24 7.6 4.0 2 8.6 0.17 7/24 7.2 3.3 1 11 0.042

9/19 7.4 2.9 2 2.1 0.29 9/19 7.5 1.7 1未満 14 0.23

11/12 7.4 4.9 5 6.4 0.15 11/13 7.2 1.3 1未満 6.2 0.097

1/22 7.6 5.0 3 5.6 0.26 1/22 7.3 4.0 1未満 12 0.024

3/6 7.6 4.1 6 3.0 0.22 3/6 7.5 3.1 1未満 5.9 0.039

（協定値） 5.5～8.5 40 10 17 1.5 （協定値） 5.5～8.5 22 30 15 5.0

5/24 6.9 5.5 2 0.48 0.020 5/23 7.4 8.9 2 1.6 2.1

7/24 6.9 2.6 2 0.57 0.031 7/24 7.4 9.2 1 2.0 2.4

9/19 7.0 3.4 3 0.49 0.025 9/19 7.4 10 1 1.3 3.2

11/13 7.4 1.3 1 0.80 0.027 11/13 7.5 9.0 4 0.94 2.7

1/22 7.2 4.8 1 0.65 0.018 1/22 7.2 12 6 3.8 2.5

3/6 7.2 6.1 3 0.85 0.026 3/6 7.1 8.5 2 1.7 2.5

（協定値） 5.5～8.5 30 33 25 1.5 （協定値） 5.5～8.5 25 30 25 2.0

5/23 7.6 4.8 3 12 0.14 5/23 8.0 5.7 1未満 8.1 0.10

7/24 7.2 3.3 3 9.5 0.16 7/24 7.9 5.6 1未満 5.4 0.11

9/19 7.2 5.7 4 9.9 0.33 9/19 7.8 3.2 1未満 9.2 0.19

11/13 7.3 4.2 6 10 0.29 11/13 7.8 3.9 1 11 0.058

1/22 7.2 6.2 6 9.5 0.38 1/22 7.7 10 6 13 0.13

3/6 7.2 5.0 5 8.2 0.25 3/6 7.8 6.5 2 11 0.062

㈱ベルポリエステル
プロダクツ

マツダ㈱ 防府工場
西浦地区

工場名

防府エネルギー
サービス㈱

東海カーボン㈱
防府工場

協和発酵バイオ㈱
山口事業所

エア・ウォーター・
パフォーマンスケミカル㈱

防府工場

㈱ＦＩＬＷＥＬ
マツダ㈱ 防府工場

中関地区

全燐
工場名

調
査
日

pH
SS 全窒素調

査
日

SSCOD
pH

全窒素 全燐 COD

分析機関：（株）ＨＥＲ 

4
２

 

防府市と環境保全協定を締結し、かつ、一定規模以上の特定施設を設置していること等から、水質汚濁対策に関する細目協

定を締結している７事業場について、目標数値を定めており、工場排水調査を実施している。調査結果については、表３-６

のとおりである。  （令和 6 年度） 

５ 環境保全協定における細目協定締結事業場の排水調査結果  

表３－６ 細目協定締結事業場の排水調査結果 


